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文化財を保護し、未来へ伝えよう
～埋蔵文化財包蔵地について（開発業者の皆さんへ）～

　文化財保護法では、住宅を建設したり土木工事などを

行ったりする場合、その土地が埋蔵文化財（遺跡）の包

蔵地に該当する時には、事前に届け出ることになってい
ます。

　そのため、開発者は、住宅などを建てようとする土地
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に、遺跡があるかどうかを確認する必要があります。そ

の場合は、すみやかに教育委員会生涯学習課文化財係ま

で、ご連絡ください。なお、遺跡があると確認された場

合は、その調査について協議が必要になります。
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